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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
解剖構造の一部分の３次元超音波画像を作成するための装置であって、
箇所及び方向によって規定され、複数の画像の取得を必要とする撮像スケジュールを保存
するための第１の記憶（９１０）デバイスと、
解剖構造の一部分を基準とした箇所及び方向を示す標識を伴った解剖構造の一部分の超音
波画像データを作成する超音波探触子（８０２）と、
前記解剖構造の一部分を基準として前記超音波探触子（８０２）を移動させるため、並び
に前記超音波探触子の位置を検知するための運動制御システム（８０６）であって、前記
超音波探触子を移動させるために第１軸制御、第２軸制御、第３軸制御及び第４軸制御を
含んでいる運動制御システムと、
撮像されたデータの箇所及び方向を保存するための第２の記憶（９１０）デバイスと、
撮像されたデータと撮像スケジュールを比較し、前記撮像スケジュールの完了又は未完了
を判断し、前記撮像スケジュールが未完了であれば少なくとも１つの箇所及び方向の指示
を発生させる比較器（９１４）と、
完了の前記指示に基づいて超音波画像データから３次元超音波画像を作成するためのコン
ピュータ（１２８）と、
を備える装置。
【請求項２】
前記装置が、前記超音波探触子（８０２）によって撮像できるように乳房を適所に保持す



(2) JP 5328075 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

るための中空のキャビティ（５０４）を備え、
前記運動制御システムが、前記中空キャビティ（５０４）内の乳房を基準として前記超音
波探触子（８０２）を移動させる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記超音波探触子（８０２）は、オペレータの手作業の操作が可能であり、
位置及び方向を表す信号を提供することが可能なセンサ（６１０）と、
前記位置及び方向信号を補正することが可能でありかつ被検体を基準とした該超音波探触
子（８０２）の実際の位置及び方向を表す信号を発生させることが可能なデバイス（１２
８）と、
を備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
請求項１に記載の装置が、解剖構造の一部分の３次元超音波画像を作成（１５１０）する
ための方法であって、
超音波探触子（８０２）の箇所及び方向によって規定され、複数の画像の取得を必要とす
る撮像スケジュールを保存する工程（９１０、９１２）と、
箇所及び方向によって規定される位置まで前記超音波探触子（８０２）を移動させる工程
と、
箇所及び方向を示す標識を伴なう少なくとも１つの超音波画像を作成する工程（９００）
と、
超音波画像の箇所及び方向を示す前記標識を保存する工程（９１０、９１２）と、
箇所及び方向を示す標識と伴う前記作成した超音波画像を保存する工程（９１０、９１２
）と、
前記保存した標識と前記保存した撮像スケジュールを比較する工程（１５０８）と、
保存した標識と保存した撮像スケジュールの前記比較に基づいて前記撮像スケジュールの
完了又は未完了を判断し、完了であれば、完了の指示を発生させる工程（１４１２）と、
前記撮像スケジュールが未完了であれば少なくとも１つの箇所及び方向のオペレータへの
指示を発生させ、前記の各ステップを反復する工程（１４１２）と、
完了の指示に基づいて前記保存した超音波画像から３次元超音波画像を作成する工程（１
５１０）と、
を含む方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的にはマンモグラフィ撮像システムに関し、さらに詳細には量子検出効
率をより高めた画像に関する。
【背景技術】
【０００２】
　がんやその他の異状を診断するために乳房組織の２次元画像を提供するＸ線技法が広く
使用されている。しかし、乳房組織のＸ線撮像は、マンモグラムが３次元物体の平面画像
しか提供できない点において本質的な限界を有している。
【０００３】
　画像の量子検出効率（「ＤＱＥ」）はＸ線画像品質に関する従来からの尺度である。さ
らに単純に言えば、ＤＱＥとは検出器の分解能である。検出器及び線量付与技法が与えら
れると、ＤＱＥはある画像に関して一定である。
【０００４】
　マンモグラム上で医学的関心を示す潜在的エリアが指摘されても、乳房の２次元画像内
では対象エリアの上側や奥側は確定できないことがある。目下のディジタルＸ線イメージ
ャは全視野またはほぼ全視野の撮像を提供している。診断を完結させるには、生検（ｂｉ
ｏｐｓｙ）など代替的な手段や補完的な撮像技法及び診断を必要とすることがある。
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【０００５】
　マンモグラフィに対する主要な補完的撮像技法は、超音波及び磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）
であり、これらはいずれも電離放射線を使用しないという利点を有している。超音波の主
たる利点は、超音波撮像が比較的安価であること、並びに超音波撮像はマンモグラフィで
は困難を伴うようなデンスな（ｄｅｎｓｅ）乳房についても良好に機能することである。
超音波撮像はさらに、針生検用のガイドとしての重要な役割をする。ＭＲＩシステムは、
その感度のためにコントラスト強調した動的診断に関して有用である。しかし、各システ
ムが別々に製造され販売されているため、コンピュータやディスプレイなどのハードウェ
アの多くが重複している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した理由、並びに本明細書を読みかつ理解すれば当業者には明らかとなるような以
下に記載する別の理由により、生検を伴わずに乳房の詳細エリアを検査するための手段が
本技術分野で必要とされている。さらに、既存のマンモグラフィのハードウェア及びソフ
トウェアを使用することができるようにする超音波などの補完的撮像技法の改良も必要と
されている。さらにまた、超音波データからトモシンセシス（ｔｏｍｏｓｙｎｔｈｅｓｉ
ｓ）画像を作成するためのマンモグラフィ・システムも本技術分野で必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここでは、本明細書の以下を読みかつ検討することにより理解されるようにして上述の
短所、欠点及び問題に対処している。
【０００８】
　一態様では、Ｘ線源、乳房圧迫プレート及びディジタル画像レセプターを有するマンモ
グラフィ・システムであって、該レセプターは、該レセプター内で第１の検出器及び第２
の検出器を位置決めするために該第１及び第２の検出器に結合させた移動機構と、該Ｘ線
源からエネルギーを受け取りかつロードマップ・データ及びＸ線源データを提供するよう
に動作可能な第１の検出器と、Ｘ線源エネルギーを受け取りかつＸ線源データを提供する
ように動作可能な第２の検出器と、を備えているマンモグラフィ・システムである。
【０００９】
　別の態様では、Ｘ線源、乳房圧迫プレート及びディジタル画像レセプターを有するマン
モグラフィ・システムであって、該レセプターは、該Ｘ線源からエネルギーを受け取りＸ
線源データを提供するための第１の検出器と、少なくとも１つの外部デバイスを結合させ
ることが可能な電気的コネクタと、を備えている。
【００１０】
　さらに別の態様では、Ｘ線源、乳房圧迫プレート及びディジタル画像レセプターを有す
るマンモグラフィ・システムである。このレセプターは該Ｘ線源からエネルギーを受け取
りＸ線源データを提供するための検出器を有している。さらに、このレセプターは、少な
くとも１つの超音波検出器と、このレセプターに対して外部的に結合させた超音波送信器
と、を有しており、これら超音波送信器及び超音波検出器からの超音波計測値はマンモグ
ラフィ・システムによって患者の乳房の画像を構成させる際に使用される。
【００１１】
　態様の１つは、乳房を撮像するように適応させたＸ線マンモグラフィ撮像サブシステム
と、乳房を撮像するように適応させ超音波マンモグラフィ撮像サブシステムと、を有する
マンモグラフィ撮像システムである。さらに、このシステムは、　乳房を撮像するために
Ｘ線マンモグラフィ撮像サブシステムと超音波マンモグラフィ撮像サブシステムの間で選
択するための選択器スイッチと、前記デバイスにより取得または保存された少なくとも１
つの画像を表示するように構成された表示デバイスと、を含んでいる。
【００１２】
　別の態様では、３次元超音波画像を作成するための装置は、空間的位置調整を介して超
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音波画像データを作成するための超音波探触子と、乳房を基準として探触子を移動させる
ため並びに探触子の位置を検知するための運動制御システムであって、探触子を移動させ
るために第１軸制御、第２軸制御、第３軸制御及び第４軸制御を含んでいる運動制御シス
テムと、を備えるように記述される。さらに、超音波画像データから並びに空間的位置調
整に関する情報から３次元超音波画像を作成するためのコンピュータを含んでいる。
【００１３】
　さらに別の態様では、超音波探触子を有する超音波システムであって、該超音波探触子
は、位置及び方向を表す信号を提供することが可能なセンサと、位置及び方向信号を補正
することが可能でありかつ被検体に対する該超音波探触子の実際の位置及び方向を表す信
号を発生させることが可能なデバイスと、を備えている。
【００１４】
　別の態様は、超音波探触子の箇所及び方向によって規定される撮像スケジュールを保存
する工程と、箇所及び方向によって規定される位置まで超音波探触子を移動させる工程と
、箇所及び方向を示す標識を伴なう少なくとも１つの超音波画像を作成する工程と、超音
波画像の箇所及び方向を示す該標識を保存する工程と、箇所及び方向を示す標識を伴う作
成した超音波画像を保存する工程と、この保存した標識と保存した撮像スケジュールを比
較する工程と、保存した標識と保存した撮像スケジュールのこの比較に基づいて完了の指
示を発生させる工程と、完了の指示に基づいて保存した超音波画像から３次元超音波画像
を作成する工程と、によって３次元超音波画像を作成するための方法である。
【００１５】
　さらに別の態様では、乳房を拘束するために乳房形状のチェンバを有するマンモグラフ
ィ・システムによってマンモグラフィ方法が実施されており、この乳房はチェンバの内部
に位置決めされており、超音波探触子を所望の箇所まで移動させて乳房に超音波エネルギ
ーが加えられており、反射された超音波エネルギーからデータが取得されており、取得し
たデータから画像表現が作成されており、反射された超音波エネルギーからの画像表現が
表示のために保存されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成すると共に、実施可能な特定の実施形態
を一例として図示している添付の図面を参照することにする。これらの実施形態は、当業
者が実施形態を実施できるだけ十分に詳細に記載しており、さらにこれら実施形態の趣旨
を逸脱することなく、別の実施形態が利用されることがあること、並びに論理的、機械的
、電気的その他の変更が実施されることがあること、を理解すべきである。以下の詳細な
説明はしたがって、限定の意図と取るべきではない。
【００１７】
　この詳細な説明は５つのセクションに分かれている。第１セクションでは、システムレ
ベルの概要について記載する。第２セクションでは、実施形態の方法について記載する。
第３セクションでは、実施形態を実施する際に組み合わせるハードウェア及び動作環境に
ついて記載する。第４セクションでは、具体的な実現形態について記載する。最後に、第
５セクションでは、この詳細な説明の結論を提示する。
［システムレベルの概要］
　図１は、システムレベルの概要を提供しているブロック図である。実施形態は図８のコ
ンピュータ１２８及び１３０などのコンピュータ上におけるマルチプロセシングでマルチ
スレッドの動作環境で動作するように記載している。
【００１８】
　図１は、全視野ディジタル式マンモグラフィ（ＦＦＤＭ）向けの断層画像データを収集
し処理するためのマンモグラフィ撮像システム１００の概要を表している。図示した実施
形態では、システム１００は、初期画像データを収集すること、並びに表示及び解析のた
めにこの画像データを処理することの両方を行うように設計されたコンピュータ断層（Ｃ
Ｔ）システムである。システム１００の代替的な実施形態は、陽電子放出断層（ＰＥＴ）
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マンモグラフィ・システム、核医学乳房撮像システム（シンチ・マンモグラフィ（ｓｃｉ
ｎｔｉｍａｍｍｏｇｒａｐｈｙ））、熱音響断層乳房撮像システム（ＴＣＴ）、電気的イ
ンピーダンス・マンモグラフィ・システム（ＥＩＴ）、近赤外線マンモグラフィ・システ
ム（ＮＩＲ）及びＸ線トモシンセシス・マンモグラフィ・システム（ＸＲ）を含むことが
可能である。
【００１９】
　図１では、撮像システム１００は、コリメータ１０４に隣接して位置決めされたＸ線放
射源１０２を含んでいる。この構成では、Ｘ線放射源１０２は典型的にはＸ線管である。
しかし、別のモダリティは、別の撮像エネルギー源や放射源を有している。例えば、ＰＥ
Ｔや核医学撮像などのモダリティでは、線源１０２として射出可能な放射性核種を利用し
ており、またこの線源１０２はこうした断層撮像システムで利用される代替的な撮像エネ
ルギー源や放射源を包含している。撮像システム１００は、乳房の詳細エリアを生検を伴
わずに検査しようとする本技術分野における要求を解決している。
【００２０】
　図１のコンピュータ断層法に戻ると、コリメータ１０４は、患者１０８などの被検体を
その内部に位置決めした領域内の放射線１０６の流れを可能にしている。放射線の一部１
１０は、被検体またはその周囲を通過し、さらに全体を参照番号１１２で表した検出器ア
レイに当たる。全視野ディジタル式マンモグラフィ（ＦＦＤＭ）では、その検出器は、間
接的検出（電荷収集）、直接的検出及び直接的光子計数と呼ばれることがある３つのタイ
プとすることができる。間接的検出システム（例えば、光刺激式蛍光体、ＣｓＩ（Ｔｌ）
－ＣＣＤ及びＣｓＩ（Ｔｌ）－ａＳｉ）では、光子が放出され、これが第２の段階では電
荷となり、さらに光検出器内で電気信号となる。直接的検出（例えば、ａＳｅ）では、そ
のＸ線光子は直接的に電荷（電子－正孔対）になり、次いでさらに光伝導体内で電気信号
となる。いずれのケースにおいても、生成される電気信号は、典型的には数百のＸ線光子
からの相互作用によって生じている。この電気信号は、ディジタル化されて画素の強度レ
ベルを表している。直接的光子計数技法（例えば、Ｓｉ（Ｂ））では、単光子（ｓｉｎｇ
ｌｅ　ｐｈｏｔｏｎｓ）が計数される。例えばこのケースでは、その光子数は、画素の強
度レベルを直接的に表している。
【００２１】
　アレイの検出器素子は入射Ｘ線ビームの強度を表した電気信号を発生させる。これらの
信号が収集されて処理され、被検体内部の特徴に関する画像が再構成される。線源１０２
は、ＣＴ検査シーケンス向けにパワーと制御信号の両方を提供しているシステム制御装置
１２４によって制御を受ける。さらに、システム制御装置１２４には検出器１１２が結合
されており、検出器１１２内で生成された信号の収集がシステム制御装置１２４によって
指令されている。システム制御装置１２４はさらに、ダイナミックレンジの初期調整、デ
ィジタル画像データの交互配置、その他などの様々な信号処理及びフィルタ処理機能を実
行することがある。一般に、システム制御装置１２４は、検査プロトコルを実施して収集
したデータを処理させるような撮像システムの動作を指令している。このコンテキストで
は、システム制御装置１２４はさらに、典型的には汎用または特定用途向けディジタル・
コンピュータ、コンピュータが実行するプログラム及びルーチンを保存するための付属の
メモリ回路、並びに構成パラメータ及び画像データ、インタフェース回路、その他に基づ
いた信号処理回路も含んでいる。
【００２２】
　図１に示した構成では、システム制御装置１２４は直線位置決めサブシステム１１４及
び回転サブシステム１１６に結合されている。回転サブシステム１１６によって、Ｘ線源
１０２、コリメータ１０４及び検出器１１２を、撮像しようとする領域の周りに１回また
は複数回回転させることができる。この回転サブシステム１１６は、ＣＴマンモグラフィ
・システム内のヒトの乳房など撮像しようとする領域を受け容れるように適当に構成した
ガントリを含むことがあることに留意すべきである。したがって、システム制御装置１２
４はガントリを動作させるために使用されることがある。
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【００２３】
　直線位置決めサブシステム１１４は撮像しようとする領域を直線的に変位させることが
でき、これにより患者１０８の特定のエリアに対する画像の作成が可能となる。
【００２４】
　さらに、放射線源はシステム制御装置１２４の内部に配置されたＸ線制御装置１１８に
よって制御されることがあることは当業者であれば理解されよう。具体的には、Ｘ線制御
装置１１８はＸ線源１０２に対してパワー及びタイミング信号を提供するように構成され
ている。当業者であれば、線源１０２、検出器アレイ１１２及びＸ線制御装置１１８がこ
れらの動作を実行するのに適したアナログ回路を備えることを理解されよう。
【００２５】
　回転サブシステム１１６及び直線位置決めサブシステム１１４の動きを制御するために
モータ制御装置１２０が利用されることがある。さらに、このシステム制御装置１２４は
、データ収集システム１２２を備えるようにも図示している。この構成では、検出器１１
２はシステム制御装置１２４に結合されており、またさらに詳細にはデータ収集システム
１２２に結合されている。データ収集システム１２２は検出器１１２の読み出し用電子回
路が収集したデータを受け取っている。データ収集システム１２２は、典型的には、サン
プリングしたアナログ信号を検出器１１２から受け取り、さらにＬＡＮ、ＷＡＮまたはイ
ンターネットなどのデータ交換デバイス１２６を介したコンピュータ１２８による後続処
理のためにこのデータをディジタル信号に変換する。データ収集１２２は本発明の概念を
逸脱することなく検出器１２２レベルで実施することができる。
【００２６】
　コンピュータ１２８は、典型的には、システム制御装置１２４に結合されている。デー
タ収集システム１２２が収集したデータはコンピュータ１２８に送られ、さらにはメモリ
１００６、１００８、１０１０に送られる。こうした例示的なシステム１００は大量のデ
ータを保存するために任意のタイプのメモリを利用することができることを理解すべきで
ある。さらに、コンピュータ１２８は、キーボードや別の入力デバイスを装備するのが典
型的であるようなオペレータ・ワークステーション１３０を介してオペレータからコマン
ド及び走査パラメータを受け取るように構成されている。オペレータは入力デバイスを介
してシステム１００を制御することがある。したがって、オペレータは再構成画像及びコ
ンピュータ１２８からのシステムに関するその他のデータを観察すること、撮像を開始す
ること、その他を行うことができる。
【００２７】
　オペレータ・ワークステーション１３０またはコンピュータ１２８に結合させたディス
プレイ１０２２を利用して、再構成画像の観察及び撮像の制御を行うことがある（例えば
、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＳＥＮＯＧＲＡＰＨ（商標）　２０００Ｄワーク
ステーション）。さらに、走査した画像はまた、コンピュータ１２８及びオペレータ・ワ
ークステーション１３０に結合させることがあるプリンタ上にプリントすることがある。
さらに、オペレータ・ワークステーション１３０はまた、適当にプログラムされたポート
を介して画像蓄積伝送システム（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＰＡＣＳ）に結合させることがある。画像蓄積伝
送システムは、遠隔システム１０１４、放射線科情報システム及び病院情報システムに対
して、あるいは内部のまたは外部のネットワークに対して結合させ、これにより図８に開
示したように別の箇所にいても画像や画像データにアクセスできることに留意すべきであ
る。
【００２８】
　さらに、このコンピュータ１２８及びオペレータ・ワークステーション１３０は、標準
のまたは特殊目的のコンピュータ・モニタや付属の処理回路を含むことがある別の出力デ
バイスに結合させることもあることに留意すべきである。システム・パラメータを出力す
る、検査を要求する、画像を観察する、その他のために、このシステム内で１つまたは複
数のオペレータ・ワークステーション１３０をさらにリンクさせることがある。一般に、
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このシステムの内部に提供されるディスプレイ、プリンタ、ワークステーション及び同様
のデバイスは、データ収集構成要素の箇所に置かれることや、あるいは施設や病院内の別
の場所または全く別の場所でこれらの構成要素から離れた箇所に置かれ、インターネット
、仮想プライベート・ネットワーク、その他などの１つまたは複数の構成可能ネットワー
クを介して画像収集システムにリンクさせることがある。
【００２９】
　図２には、検出器１１２に関するデュアル・センサ構成を表している。画素ピッチがよ
り小さいすなわち画素密度がより大きいと、小さな画像検出エリアで量子検出効率（ＤＱ
Ｅ）がより高くなるため、検出器１１２の一部を形成するセンサ２０２及び２０４は異な
るサイズとしている。ＤＱＥは撮像システムの動作性能であり、空間周波数の関数とした
システムのノイズ及び空間分解能特性を含んでいる。換言すると、ＤＱＥは、画像作成の
ために検出器がどの程度効率よくＸ線量子からの情報を有用な信号に変換できるかの１つ
の尺度である。
【００３０】
　図２では、患者１０８の撮像を実施するための所望の位置にセンサ２０２、２０４を位
置決めするために機構２０６及び２０８が使用されている。機構２０６及び２０８は、セ
ンサ（２０２、２０４）を所望の箇所まで移動させるために運動機構２１０に個別に結合
させている。この運動機構２１０は検出器１１２のレセプタクルの内部での移動を容易に
する軌道や溝とすることができる。例えば、センサ２０４は、最初に乳房の様相（ａｓｐ
ｅｃｔ）を計測するように位置決めすることができる。同時にこの機構は、乳房の様相を
より高い分解能で計測するという要求が存在する場合に、センサ２０４の位置を把握する
ことが可能である。この位置データは、より高ＤＱＥのセンサを用いて所望の箇所を撮像
するためのセンサ２０２の位置決めに使用できるロードマップ・データとなる。
【００３１】
　図３では、検出器１１２に対して、超音波探触子用のコネクタを増強している。検出器
１１２のレセプタクルは、超音波探触子用の接続部を備えた標準的なレセプタクルとする
ことができる。この構成によれば、コネクタ３０２を介して電気的に結合させた検出器１
１２及び超音波探触子によって共通の画像検出及び表示の電子回路を共有させることが可
能となる。撮像システム３００は、共通のハードウェア及びソフトウェアを使用した補完
的撮像に対する本技術分野における要求を解決している。このコネクタは、レセプター３
００に対して可能な任意の接続とすることができる。例えば、この接続は超音波探触子４
００からレセプタクル３００まで繋がる有線式ワイヤ、探触子からレセプタクルまでのワ
イヤレス接続、探触子とレセプタクルの間の光学リンク、あるいは探触子とレセプタクル
の間で信号をリンクさせるための別の手段とすることができる。オペレータは、１次的な
全視野検出器３０４によって特定される特定の関心対象エリアから超音波画像を取得する
ことができる。
【００３２】
　図４は、マンモグラフィ撮像システム１００に接続することが可能な超音波探触子４０
０の図である。超音波探触子４００は、共通のハードウェア及びソフトウェアを用いた補
完的撮像に対する本技術分野における要求を解決している。この超音波トランスジューサ
４００は、その下縁に沿って形成させたスペーサ４０４を含んだスカートまたはカバー４
０２に取り囲まれている。例えば界面活性剤や洗剤の水溶液などの適当な潤滑／結合用流
体によって湿気をもたせて超音波トランスジューサ４００との接触を容易にすることがで
きるエラストマやゴム弾性のある材料４０８をトランスジューサ４１０の周りに配置させ
、これによってこのエラストマ材料４０８とスペーサ４０４を実質的に同時に圧迫プレー
ト４０６に対して接触状態とすることができる。したがって、トランスジューサ・アセン
ブリが圧迫プレート４０６の表面に沿って移動するに連れて、スペーサ４０４のプレート
上に潤滑／結合用流体の薄い膜が被着される。カバー４０２によってさらに、材料４０８
と接触することなくトランスジューサ・アセンブリを取り扱うことが可能となる。
【００３３】
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　図５は、超音波サブシステム５００を表している。撮像システム５００は、超音波デー
タからトモシンセシス画像を作成させるという本技術分野における要求を解決している。
超音波サブシステム５００の動作は、中空のキャビティまたはチェンバ内に乳房を引き込
むために部分的な真空を使用しており、これによって、圧迫パドル法から来る不快感を伴
うことなく解剖構造が固定の位置に拘束される。こうした圧迫は、医師やオペレータが撮
像品質を高めるために組織をできるだけ薄く広げようと望むためにＸ線ベースの撮像で必
要となる。こうした圧迫は乳房の超音波撮像では不要である。中空キャビティの内部では
、エアーポケットを排除すると共にこのキャビティと皮膚の間の界面において良好な伝達
媒質（すなわち、音響インピーダンス整合）を提供するためにジェルが使用されている。
こうしたジェルは、キャビティ・シェルの外部面上にも必要となることがある。４つの自
由度が存在している、すなわち胸壁から外に出て行く軸（すなわち、乳首を通過する軸）
を想定したとすると、この軸の周りの回転、この軸に沿った距離、この軸と直交する放射
方向距離であるこの軸からの距離、また４つ目としてキャビティ・シェルの外部表面と概
ね直交した接触を維持するために超音波探触子がつくる角度である。したがってこれらは
、２つの直線運動（軸方向と放射方向）と、２つの角度運動（機構全体をフルに３６０度
方位方向に動かす運動と、全体移動の９０度から１８０度の間のいずれかだけ探触子のみ
を角度付けする運動）となる。この考え方は、基本的には、所望の画像を提供できるだけ
の十分なデータ組が得られるような方法でシェルの上で探触子を掃引動作させるための運
動制御ガントリを提供することである。
【００３４】
　このサブシステムには、超音波探触子４００と、運動機構５０８～５１４と、乳房など
の患者の解剖構造５０２の一部を保持するためのチェンバ５０４と、が含まれる。チェン
バ５０４の目的は、チェンバ５０４の表面への乳房５０２の完全な接触を保証するために
部分的な真空を用いて乳房５０２を拘束することにある。代替的なチェンバ５０４や調節
可能な幾何学構成を伴うチェンバ５０４の選択を使用すると個別患者の解剖構造５０２に
対する厳密な合致が提供される。患者の解剖構造５０２を拘束するためにチェンバ５０４
以外の手段を使用する場合、画像収集中のすべての時点で超音波探触子４００の箇所（ｘ
、ｙ、ｚの空間座標）及び方向（空間座標の基準フレームに対するビームの角度）に関し
て十分に正確なデータが利用できる状態であれば、その超音波探触子４００の位置は手動
式など別の方法によって実現することも可能である。
【００３５】
　この運動機構は、超音波探触子４００をチェンバ５０４の輪郭に沿って放射方向に移動
させるためのサブアセンブリ５０８を有している。さらに、サブアセンブリ５１０が、チ
ェンバの方向に軸方向または内方に超音波探触子４００を移動させる。超音波探触子４０
０のフル回転（３６０度）はサブアセンブリ５１２及び５１４によって実現される。この
４つの自由度はそれぞれ、各断層スライスまたはスライスの組ごとに乳房の周りでの探触
子の３６０度回転に関する方位方向、回転軸に沿った直線方向、超音波探触子をチェンバ
の外部と接触状態に保つための回転中心からの放射方向、並びに探触子角度をこの機構の
回転軸に対して関連させる角度方向となる。実質的に解剖構造５０２の形状に相当するチ
ェンバ５０４の輪郭を超音波探触子４００が追尾しているため、探触子の位置は各断層ス
ライスごとに既知である。解剖構造や乳房５０２の拘束のために別の手段を使用する場合
、超音波探触子４００の位置及び方向は図８で記載した技法によって決定することができ
る。
【００３６】
　患者の解剖構造５０２とチェンバの間のエアーポケットを排除するために５０６の位置
に超音波ジェルが塗布される。チェンバ５０４の外部上にも超音波ジェルが使用されるこ
とになり、またチェンバ壁の材料は、ビームを材料や界面に送信したときにビームの減衰
、反射あるいは散乱を最小限にするのに適した音響特性となるように選択されることにな
る。本超音波探触子４００は広ファンビームの収集が可能であるため、多くのコンピュー
タ断層スライスに関するデータを並列に収集すること可能であり、これにより必要なアキ
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シャル位置は幾つかだけでよい。
【００３７】
　図６は、超音波トランスジューサ探触子６００の図である。超音波トランスジューサ探
触子６００の少なくとも１つのトランスジューサ素子（図示せず）は関心領域６０６を走
査するための撮像面６０４を生成させる。超音波探触子６００は、超音波データからトモ
シンセシス画像を作成させるという本技術分野における要求を満足している。この超音波
トランスジューサの探触子６００は、撮像面６０４の位置及び方向を決定するために探触
子６００のハウジングに取り付けられた位置／方向センサ６１２を有している。このセン
サは、半導体ジャイロ、ピエゾジャイロ、あるいは箇所及び／または方向データを直接ま
たは間接的に計測可能な周知のまたは将来見いだされる別の任意のデバイスとすることが
できる。半導体ジャイロの例は、Ｆｕｔａｂａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造さ
れている、Ｆｕｔａｂａ　ＧＹ２４０（商標）、Ｆｕｔａｂａ　ＧＹ４０１（商標）、Ｆ
ｕｔａｂａ　ＧＹ５０２（商標）である。探触子ケーブル６０２を介して探触子６００と
結合させた医学診断用超音波撮像サブシステム（図７参照）は、センサ６１２が発生させ
たデータを使用し、センサ６１２及び／または撮像面６０４の位置及び方向を決定するこ
とができる。
【００３８】
　この位置／方向センサ６１２は、取り扱っているデバイス６００に取り付けられたまた
は該デバイス内に埋め込まれた受動的または能動的デバイスに基づいた磁気式か光学的式
のいずれかによる検知体、並びにセンサの基準フレームに対するデバイスの空間的位置を
決定するためのセンサ（図示せず）、アンテナまたは光学的センサからなる組である。方
向に関する基準フレームは、超音波探触子に対するビーコン及び検査完了時のホルダーの
役割をする、乳房の位置決め器上の適当なレセプタクルとすることが可能である。一般に
、センサ探触子（６１２）は、送信器に対して６つの自由度でトランスジューサ探触子６
００の移動を監視している。図６に示すように、超音波探触子６００の位置／方向センサ
６１２と送信器（図示せず）のそれぞれによって、３つの直交軸（Ｘ’、Ｙ’、Ｚ’及び
Ｘ”、Ｙ”、Ｚ”）により規定される原点（６０８、６１０）が規定される。センサ６１
２は、位置決定のために送信器の原点に対する原点６１０の平行移動を監視しており、ま
た向き決定のために送信器のＸ”、Ｙ”、Ｚ”軸に対するＸ’、Ｙ’、Ｚ’軸の回転を監
視している。センサ６１２の位置及び方向は、撮像面６０４の位置及び方向を決定するた
めに使用することができる。図６に示すように、撮像面６０４は、トランスジューサ探触
子６００が発生させる中心音響線の原点と一致させることが好ましい３つの直交軸Ｘ、Ｙ
、Ｚにより規定される原点６１０を規定している。位置／方向センサ６１２に関する原点
６０８の位置並びに軸Ｘ’、Ｙ’、Ｚ’の向きは、撮像面６０４に関する原点６０８の位
置並びに軸Ｘ、Ｙ、Ｚの向きと厳密に一致しないこともある。例えば図６では、撮像面６
０４の原点６０８は位置／方向センサ６１２の原点６１０からＺ方向に距離Ｚ０またＹ方
向に距離Ｙ０だけずれている。したがって、センサ６１２の位置及び方向は撮像面６０４
の位置及び方向を直接記述するものではない。
【００３９】
　センサ６１２の位置及び方向から撮像面６０４の位置及び方向を決定するために、位置
／方向センサ較正データを使用してセンサ６１２の位置及び方向を撮像面６０４の位置及
び方向に変換している。したがって、そのセンサが撮像面と同じ方向を有していれば、そ
の位置及び方向較正データには方向較正データが含まれないことがある。同様に、図６に
示すように、センサが撮像面の１つまたは複数の軸に対して位置的なオフセットを有しな
いことがある。撮像面／センサのオフセットを規定するには多くの方法が存在するが、周
知の方向基準に対して周期的なゼロ調整または較正が必要となる。少なくとも幾つかのタ
イプのセンサを較正する方法の１つでは、Ｘ、Ｙ、Ｚ方向の３つの直交する直線的寸法オ
フセットと、これらの軸のそれぞれの周りの３つの回転角度と、を使用している。別の方
法には、位置変換マトリックスや４元数の使用が含まれる。
【００４０】



(10) JP 5328075 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　超音波探触子６００を最適に動作させるには、撮像エリアを基準とした探触子の箇所及
び方向を決定するために解剖構造の当該部分を固定状態に保つことが必要である。マンモ
グラフィを実施する、すなわち乳房を撮像するときに、図５で記載したチェンバ５０４に
よって解剖構造の当該部分が固定の箇所及び方向に保たれる。探触子６００及びチェンバ
５０４の組み合わせによって、乳房を断層画像再構成するための最適な状態が生成される
。超音波探触子６００は、スライス画像の計算を可能とするだけの十分に多くの角度から
データを取得できるように解剖構造を十分に長い間静止させて保持することが必要である
。呼吸停止撮像によるなど解剖構造の当該部分をデータ収集中に比較的静止状態に保持す
ると、空間的整列が十分に得られ整列補正を実施する必要がない。画像レンダリング分野
の当業者には周知のように、この補正や空間整列処理は撮像システムに適当な機能を追加
することによって実現することができる。しかし、こうした補正には依然として、解剖構
造を患者によって、あるいは機械的な拘束を適用することによってできる限り静止状態に
保持することが必要である。例えば、脚や腕は機械的手段によって固定することができ、
腹部は撮像サイクル内のある期間にわたって患者が呼吸停止することによって固定するこ
とができ、また頚部は本技術分野でよく知られた機械的手段によって拘束することができ
る。
【００４１】
　図７は、マルチモダリティ撮像システム７００の概要を表している。システム７００は
、Ｘ線マンモグラフィ撮像サブシステム７０２と超音波マンモグラフィ撮像サブシステム
７０４を含んでいる。撮像システム７００は、共通のハードウェア及びソフトウェアを使
用して補完的撮像を得るという本技術分野における要求、並びに超音波データからトモシ
ンセシス画像を得るという本技術分野における要求を満足させている。これらのシステム
は任意選択で、破線で示すように情報を共有するように直接電気的に接続させることがあ
る。システム７００はさらに、画像融合／描出ワークステーション１３０を含んでいる。
このワークステーション１３０は、汎用または特殊目的のコンピュータや別の任意のタイ
プの画像プロセッサを備えることがある。ワークステーション１３０は、画像を形成する
ためにサブシステム７０２及び７０４が収集したデータをコンピュータ１３０を介して受
け取っている。ワークステーション１３０は、Ｘ線画像を超音波画像と位置合わせするプ
ロセッサと、Ｘ線と超音波の融合画像を表示させるディスプレイと、を包含していること
が好ましい。
【００４２】
　Ｘ線マンモグラフィ撮像サブシステム７０２は、ディジタル検出器を使用する２Ｄ式Ｘ
線マンモグラフィ・システム、Ｘ線管を走査させて複数の投影放射線写真を静止した乳房
に対する様々な角度から収集している３Ｄ式Ｘ線トモシンセシス・システム、あるいはＸ
線管が３６０度にわたる角度で走査される３Ｄ式Ｘ線ＣＴシステムを含め、任意のＸ線撮
像システムを備えることがある。同様に、超音波マンモグラフィ撮像サブシステム７０４
は、既存の超音波撮像システムや将来開発される任意の超音波撮像システムなどの任意の
超音波撮像システムを含むことができる。上述のサブシステムの任意の組み合わせは、３
Ｄ超音波撮像を伴う３Ｄ式Ｘ線、２Ｄ超音波撮像を伴う３Ｄ式Ｘ線、３Ｄ超音波撮像を伴
う２Ｄ式Ｘ線、並びに２Ｄ超音波撮像を伴う２Ｄ式Ｘ線を含めた、マルチモダリティ・シ
ステム１を備えることがある。
【００４３】
　図７は、デュアル・モダリティ式のフル機能マンモグラフィ撮像システム７００を表し
ている。本システムは、Ｘ線マンモグラフィ・サブシステム７０２と超音波サブシステム
７０４の間の選択のためにマンモグラフィ・システム７００のコンソールの位置でスイッ
チ７０７を使用している。このスイッチ７０７は、コンソールにある従来式のスイッチ、
マンモグラフィ・システムのディスプレイにあるスイッチ、あるいは、キーボード、マウ
ス、タッチスクリーンを使用して選択可能か、選択した条件に基づいて自動的に選択可能
なソフトウェア・スイッチとすることが可能である。この構成では、システムが超音波モ
ードで使用されているとしたら超音波画像を表示するために既存のマンモグラフィ・シス
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テム７００の高品質ディスプレイを使用することになる。超音波コンソールの制御子は単
一の統合コンソールを成すようにマンモグラフィ・コンソール内に組み込まれることにな
る。超音波探触子は、マンモグラフィのガントリにプラグ接続されたケーブルによってシ
ステムに繋がっている。これによって、２つの別々のシステムの場合と比べてユーザに対
してより簡単でよりコンパクトに実装し、これによって一体式でデュアル・モダリティの
フル機能マンモグラフィ撮像システムの所与のユーザ処置室内への据え付けを容易にさせ
るという本技術分野における要求が満たされる。
【００４４】
　図８は、マンモグラフィ撮像システム８００のブロック図である。撮像システム８００
は、共通のハードウェア及びソフトウェアを使用して補完的撮像を得るという本技術分野
における要求、並びに超音波データからトモシンセシス画像を得るという本技術分野にお
ける要求を満足させている。マンモグラフィ・システム８００は、Ｘ線撮像を実行するた
めのＸ線サブシステムと、Ｘ線画像と超音波画像の両方の撮像収集を制御し実行するため
のコンピュータ１２８と、画像の保存、表示及び解析のためのワークステーション１３０
と、を含んでいる。項番８０２は図６でより完全に記載したような位置センサ８０６を有
する超音波探触子である。超音波探触子８０２及びセンサ８０６は、超音波撮像のため、
並びに患者の解剖構造から取得された各画像ごとに超音波探触子の移動に基づいて位置デ
ータを確認するために、超音波サブシステム８０８を形成するように一緒に収容すること
ができる。超音波探触子を所望の箇所に位置決めするための運動制御装置８０４を図示し
ている。
【００４５】
　運動制御装置８０４は、断層スライスまたは断層スライス組を実現するように位置セン
サ８０６と連携して超音波探触子を所望の箇所に配置できる適当にプログラムされたマイ
クロプロセッサとすることができる。運動制御装置８０４は、オペレータと連携して、超
音波探触子８０２を撮像のための所望の箇所に配置させることもできる。
【００４６】
　図９は、マンモグラフィ撮像システム９００のブロック図である。撮像システム９００
は、共通のハードウェア及びソフトウェアを使用して補完的撮像を得るという本技術分野
における要求、並びに超音波データからトモシンセシス画像を得るという本技術分野にお
ける要求を満足させている。本撮像システムは、上述の図に関して記載したようにＸ線サ
ブシステム５０２と超音波サブシステム（９０２、９０８）を含んでいる。この超音波サ
ブシステムは、機械と人間の関与の組み合わせによって操作して適所に配置させることが
できる。したがって、運動制御装置７０４の基準は、所望の領域にわたって探触子を位置
決めするモータ制御装置や人間のオペレータである。
【００４７】
　マンモグラフィ撮像システム９００は、ある特定の解析に必要な画像のスケジュールに
追従するために第１の記憶９１０、第２の記憶７１２及び比較器ユニット７１４を含んで
いる。この解析は、利用されるモダリティによらず、再構成、トモシンセシス、画像の融
合、あるいは画像の組を必要とするような別の任意の技法を目的とすることが可能である
。第１の記憶９１０は、オペレータによってセッションで必要とされる画像のスケジュー
ルを有している。セッションは位置及び方向データに基づくことができる。例えば、ある
特定の解析や診断に所与の箇所及び方向からの画像が望まれるようなセッションが存在す
ることがある。セッションは、任意の時点で完了する可能性があり、また別の検査を実施
するまで遅延させる可能性があることを理解すべきである。第２の記憶９１２は、最低で
も箇所及び方向を示す標識を有する所与のセッションに対する画像の集積体となる。例え
ば、ある画像は、撮像空間の箇所、並びにこの撮像空間に対する超音波探触子９０２の向
きを規定するパラメータを指示することになる。探触子の箇所及び方向が十分な方向の組
にわたって採取した画像データの組について既知であれば、断層画像再構成を計算してこ
のデータ組から断層画像及び／または３Ｄ画像を提供することができる。この構成では、
超音波探触子を操作するオペレータは実際上、ＣＴガントリの代わりに、所望の画質レベ
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ルに合わせた画像再構成を実行するのに十分なデータ組を取得できる方式で探触子を移動
させる。比較器９１４は、第１の記憶７１０内のスケジュール・データ及び第２の記憶９
１２内の撮像情報を使用して、探触子によってすでにカバーされた箇所及び方向を追尾す
ることができる。比較器９１４は、物理的回路とすることが可能であり、また比較器９１
４は、画像再構成を完了できるだけの十分なデータを提供するには探触子のどの箇所及び
方向が必要な状態にあるかに関してオペレータに知らせ、これによってオペレータによる
探触子の操作をガイドできるようなソフトウェアとすることも可能である。この方法では
、患者に対して過剰な圧力や不快感を生じさせずに患者に対する探触子の接触状態を維持
するのに長けている人間のオペレータの手作業の技能を、コンピュータの完全性と組み合
わせることによって、コンピュータによる要求に応じた十分なデータ収集を可能とさせ、
このデータから断層再構成及び／または３Ｄ画像合成を首尾良く完了させることができる
。
［一実施形態の方法］
　前セクションでは、一実施形態の動作に関するシステムレベルの概要について記載した
。本セクションでは、こうした実施形態のサーバ及びクライアント１２８及び１３０によ
って実行される具体的な方法を一連の流れ図を参照しながら記載する。方法について流れ
図を参照しながら記載することによって当業者は、適当にコンピュータ化したクライアン
ト上でそのプロセッサによってコンピュータ読み取り可能な媒体からの命令を起動させて
本方法を実行させる命令を含んだこうしたプログラム、ファームウェア、またはハードウ
ェアの開発が可能となる。同様に、サーバ・コンピュータのプログラム、ファームウェア
、またはハードウェアによって実行する方法もまたコンピュータ実行可能な命令から構成
されている。方法１１００～１５００は、コンピュータ、マイクロプロセッサ、または制
御装置の一部であるファームウェアまたはハードウェア上で起動している、あるいは該フ
ァームウェアまたはハードウェアによって実行されるクライアント・プログラムによって
実行されており、コンピュータ１２８またはワークステーション１３０が取る必要がある
措置を包含している。
【００４８】
　図１１は、一実施形態に従ってコンピュータ１２８またはワークステーション１３０に
よって実行される方法１１００の流れ図である。方法１１００は、選択されたエリアを生
検をせずに検査しようという本技術分野における要求を満足させている。方法１１００は
、様々な検出器を使用してＸ線データを収集するために前出の図で示したマンモグラフィ
・システムを制御している。
【００４９】
　本方法は処理動作１１０２で開始される。処理動作１１０２では、マンモグラフィ・シ
ステムが、ある期間にわたって乳房にＸ線を照射するように指令を受ける。さらに、処理
動作１１０２では、乳房の画像を形成させるためにレセプタクル１１２内の検出器の出力
を読み取る。検出器上に入射するＸ線の読み取り以外に、この処理動作では、関心領域、
レセプタクル内の検出器の位置及び追加の解析を要することがある組織の深度などの追加
的な情報を収集する。検出器の位置はロードマップ・データとして知られており、またそ
の目的はレセプタクル内部での第１の検出器の箇所を様々な自由度による記述に従って規
定することにある。この自由度は、所与のマーク位置から左または右、所与のマーク位置
から上または下、あるいは規定したレベルから外側または内側とすることができる。さら
に正式には、レセプタクル内部の任意の空間はＸ、Ｙ、Ｚなどのデカルト座標によって規
定して６つの自由度を得ることができる。さらに、第２のセンサを位置決めするには、こ
れより少ない自由度（例えば、２つの自由度）による配置を依然として使用することがで
きる。制御は処理動作１１０４に進む。
【００５０】
　処理動作１１０４では第１のデータ組を収集する。この第１のデータ組は、Ｘ線の強度
、深度信号、ロードマップ信号などの信号を包含している。さらに処理するために制御は
処理動作１１０６に進む。
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【００５１】
　処理動作１１０６では、情報が導出される。この導出された情報は、組織の深度、ＤＱ
Ｅの高い画像が得られるように第２の検出器を位置決めするためのロードマップまたは箇
所、並びにディスプレイ上で適当な分解能によって観察可能な画像への強度変換に関連す
る。次いで制御は処理動作１１０８に進む。
【００５２】
　処理動作１１０８では、照射及び検出が実施される。処理動作１１０４及び１１０６に
おいて、あるいはユーザ（例えば、医師やマンモグラフィ技師）によって、第１の検出器
から導出したものと比べてより上質の画像によるさらなる解析をさせる領域が特定されて
いる。コンピュータまたはオペレータは、このロードマップ・データを用いて、第２の画
像を取得するために第２の検出器を位置決めすることができる。乳房を照射するためにＸ
線源が使用されると共に、送出されたＸ線の強度が第２の検出器によって計測される。次
いで制御は処理動作１１１０に進む。
【００５３】
　処理動作１１１０では、第２のデータ組が収集される。収集されたデータ組はコンピュ
ータ１２８またはワークステーション１３０によって処理され、照射領域に対する画像が
作成される。次いで、さらに処理するために制御は処理動作１１１２に進む。
【００５４】
　処理動作１１１２では、このデータ組が高分解能ディスプレイ上に描出される。この画
像は、個別に表示されることや、あるいは単一表示となるように互いに合成させることが
できる。代替として、デュアル・モニタを備えたワークステーションを使用して別々の画
面に画像を表示させることも可能である。
【００５５】
　図１２は、一実施形態に従ってコンピュータ１２８またはワークステーション１３０に
よって実行される方法１２００の流れ図である。方法１２００は、共通のハードウェア及
びソフトウェアを使用して補完的撮像を得るという本技術分野における要求を満足させて
いる。本方法の目的は、デュアル・モダリティ機能を有する画像検出／表示電子回路を十
分に活用することにある。本方法は、超音波及びＸ線に対して離散的なユニットを使用す
ることなく、超音波画像を処理及び表示のためにＸ線システムの構成要素を使用している
。
【００５６】
　本方法は、モダリティを選択する処理動作１２０２で開始される。スイッチ７０６に言
及しながら上で指摘したように、このモダリティはソフトウェアによるトリガによって選
択されることや、マンモグラフィ・システム７００のコンソールにある物理的スイッチの
起動によって選択されることがある。このソフトウェア・トリガは、統計解析ベースの以
前の使用法、超音波探触子にある起動スイッチ、あるいは別の多くの可能性に基づくこと
が可能である。モダリティを選択し終えた後、制御は処理動作１２０４に進む。
【００５７】
　処理動作１２０４では、超音波モダリティが決定される。処理動作１２０４では、処理
動作１２０２において超音波モダリティが選択されたか否かが判定される。処理動作１２
０４では同様に容易に、Ｘ線モダリティが選択されたか否かの判定を試みることも可能で
あることを理解すべきである。超音波モダリティが選択された場合には制御が処理動作１
２０６に進み、そうでなければ制御は処理動作１２０８に進む。
【００５８】
　処理動作１２０６では、超音波データが収集される。超音波データは以下の方法１３０
０、１４００または１５００によって収集することができる。選択されたモダリティがＸ
線であった場合は、Ｘ線データを収集するための周知の方法、または方法１１００によっ
てデータが収集されることになる。データ（Ｘ線データまたは超音波データ）が収集され
た後、制御は処理動作１２１０に進む。
【００５９】
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　処理動作１２１０では、画像が作成される。作成される画像は、Ｘ線画像の場合と超音
波画像の場合がある。さらに、処理動作１２１０は、そのモダリティに関わらず、撮像レ
セプター内の電子回路及び撮像収集電子回路（ｒｅｆ－ｒｅｇボード、検出器制御ボード
及び撮像検出器回路（ＩＤＣ））の残りの部分を両モダリティによって共通に使用するこ
とが可能であることを認識していることに留意されたい。次いで制御は処理動作１２１２
に進む。
【００６０】
　処理動作１２１２では、作成された画像が保存される。この画像は長期記憶内や短期記
憶内に保存することができる。１枚の画像の従来サイズは８ＭＢであり、また１セッショ
ンあたり８枚の画像が存在する（６４ＭＢ）のが通常であるため、短期メモリはコンピュ
ータ１２８またはワークステーション１３０の位置にあるＲＡＭ、ＺＩＰドライブ、また
はハードドライブとすることが可能である。長期記憶は、当業者によく知られた画像蓄積
伝送システム（ＰＡＣＳ）によって実現することが可能である。画像を保存した後、さら
に処理するために制御は処理動作１２１４に進む。
【００６１】
　処理動作１２１４では、画像が表示される。この画像は、必要な操作を最小限にするぼ
ぼ最適なグレイスケールによって表示されるべきである。この点に関しては、ワークステ
ーションが異なれば有する能力も異なってくる。Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃの閲
覧ワークステーションは、８ビット（すなわち、２５６段階のグレイレベル）の表示が可
能である。視覚は約１５０段階のグレイレベルしか知覚することができない。ここでの問
題は、存在するグレイレベル段階の数ではなく、これらが撮像タスクで必要とされる情報
を包含していることを確認することである。１４ビットのディジタル画像を１０ビットの
表現まで圧縮すると、全グレイスケールの分解能による描出において全グレイスケールの
１／１６しか確認することができない。これに応じて８ビットの表現では、全グレイスケ
ールの１／６４しか確認することができない。したがって、提示しようとする情報は極め
て慎重に抽出することが必要である。Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃの閲覧ワークス
テーションに関する可能な解決法の１つは、特殊なキーボード上で迅速に選択が可能な幾
つかの異なるウィンドウ・レベルを使用することである。
【００６２】
　図１３は、一実施形態に従ってコンピュータ１２８またはワークステーション１３０に
よって実行される方法１３００の流れ図である。方法１３００は、超音波データからトモ
シンセシス画像を得るという本技術分野における要求を満足させている。本方法の目的は
、フル回転（３６０度）のビーム・パースペクティブから解剖構造の超音波画像データを
収集することである。
【００６３】
　本方法は解剖構造をチェンバ内に位置決めする処理動作１３０２で開始される。図５を
参照しながら上で指摘したように、乳房は真空を使用することによって被検体の形状に合
わせて調整または設計することが可能なチェンバ内で適所に保持されている。さらに、画
像の品質を高めるために、チェンバの内側及び外側部分にジェルを塗布し、超音波ビーム
の減衰、反射または散乱により超音波画像の全体的品質を低下させる可能性があるエア・
ギャップを排除することができる。チェンバ内に乳房を配置させた後、次いで制御は処理
動作１３０４に進む。
【００６４】
　処理動作１３０４では、チェンバの輪郭が超音波探触子を用いて走査される。サーボ制
御式や手動制御式とすることができる移動機構によってチェンバの輪郭が追跡される。こ
の移動は、最低でも、各スライス組ごとの３６０度回転に関する方位方向、回転軸に沿っ
た直線方向、回転中心からの放射方向、並びに探触子角度を移動機構の回転軸に対して関
連させた角度方向に基づいた４つの自由度を追跡すべきである。この機構がチェンバの周
りでその旋回動作を実行し終えた後、収集されたデータは、処理動作１３０６において画
像への変換の準備として超音波データに組み上げられる。
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【００６５】
　処理動作１３０８では、画像が作成される。処理動作１３０８では、収集されたデータ
点が画像に変換される。次いで制御は処理動作１３１０に進む。
【００６６】
　処理動作１３１０では、当該のセッションに関する撮像の完了の判定が行われる。撮像
が完了していなければ、さらに処理するために制御は処理動作１３０４に進む。撮像が完
了していれば、さらに解析または観察するために１枚の画像（または、複数枚の画像）が
保存される。
【００６７】
　処理動作１３１２では、作成された１枚の画像（または、複数枚の画像）が保存される
。方法１１００及び１２００に関する上の記述で指摘したように、この画像の保存は、長
期記憶内と短期記憶内のいずれかとなる。記憶処理動作が完了した後、さらに処理するた
めに制御は処理動作１３１４に進む。
【００６８】
　処理動作１３１４では、乳房の１枚の画像（または、複数枚の画像）が解析のために適
当なディスプレイ上に表示される。
【００６９】
　図１４は、一実施形態に従ってコンピュータ１２８またはワークステーション１３０に
よって実行される方法１４００の流れ図である。方法１４００は、超音波データからトモ
シンセシス画像を得るという本技術分野における要求を満足させている。本方法の目的は
、チェンバ５０４以外の手段によって拘束された乳房上で超音波探触子を使用することに
よって、フル回転（３６０度）のビーム・パースペクティブから解剖構造の超音波画像デ
ータを収集することである。超音波探触子の位置決めは、箇所（Ｘ、Ｙ、Ｚ座標）及び方
向に関して十分に正確なデータが利用可能であれば、手動式を含め別の方法によって実現
させることも可能である。この箇所及び方向の判定が可能な超音波探触子（図６参照）に
よればこの必要条件が達成されることになる。
【００７０】
　方法１４００は処理動作１４０２で開始される。処理動作１４０２では、探触子６００
内のセンサによって、検査中の乳房を基準とした超音波探触子の箇所及び方向が収集され
る。これらの信号が収集された後、さらに処理するために制御は処理動作１４０４に進む
。
【００７１】
　処理動作１４０４では、収集された箇所及び方向の信号が補正される。この補正はテー
ブル参照、信号の数学的演算、フィルタ処理、または信号を補正するために周知のまたは
将来的な任意の技法のいずれかによって実行することができる。さらに、信号の収集と信
号の補正の両方を、超音波探触子６００内に存在させることができる。代替としてその補
正は、マンモグラフィ・システム内の適当な回路またはソフトウェアによって実行するこ
とができる。信号が補正された後、さらに処理するために制御は処理動作１４０８に進む
。
【００７２】
　処理動作１４０６では、補正された信号が取得されかつ処理されて超音波画像が作成さ
れる。データ組を収集し終えた後、制御は処理動作１４０８に進む。
【００７３】
　処理動作１４１０では、作成された１枚の画像（または、複数枚の画像）が保存される
。方法１１００及び１２００に関する上の記述で指摘したように、この画像の保存は、長
期記憶内と短期記憶内のいずれかとなる。記憶処理動作が完了した後、さらに処理するた
めに制御は処理動作１４１２に進む。
【００７４】
　処理動作１４１２では、当該のセッションに関する撮像の完了に関する判定が行われる
。撮像が完了していなければ、さらに処理するために制御は処理動作１４０２に進む。撮
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像が完了していれば、さらに処理するために制御は処理動作１４１４に進む。
【００７５】
　処理動作１４１４では、乳房の１枚の画像（または、複数枚の画像）が解析のために適
当なディスプレイ上に表示される。
【００７６】
　図１５は、一実施形態に従ってコンピュータ１２８またはワークステーション１３０に
よって実行される方法１５００の流れ図である。方法１５００は、超音波データからトモ
シンセシス画像を得るという本技術分野における要求を満足させている。本方法の目的は
、乳房の３次元表現を形成するために、あるスケジュールに従うと共に箇所及び方向パー
スペクティブのリストをメンテナンスすることによって画像データを収集することである
。
【００７７】
　本方法は処理動作１５０２で開始される。処理動作１５０２では、オペレータ、ユーザ
、またはコンピュータ・システムは乳房の３次元表現を収集するのに必要な画像のスケジ
ュールに入る。ここで使用されるスケジュールは、画像を取得する際に従わねばならない
シーケンスを含むことができ、またこのスケジュールは、乳房を基準とした探触子の箇所
及び方向に基づいてさらに規定することができる。スケジュールを受け取り終えた後、次
いで制御は処理動作１５０４に進む。
【００７８】
　処理動作１５０４では、方法１１００、１２００、１３００または１４００など上述し
た方法のうちの何れかに従ってマンモグラフィ・システムによって撮像が実施される。画
像を収集し終えた後、次いで制御は処理動作１５０６に進む。
【００７９】
　処理動作１５０６では、画像に標識が付与される。この標識は処理動作１５０２で示し
たスケジュールとの比較を容易にする任意のラベルとすることができる。例えば、この標
識は超音波探触子の箇所及び方向に基づかせることが可能であり、あるいはこの標識はそ
のスケジュールに対して突き合わせることができる英数字列とすることも可能である。画
像に標識を付加した後、制御は処理動作１５０８に進む。
【００８０】
　処理動作１５０８では、撮像スケジュールと実施された画像の標識に関する比較が実施
される。別の画像を取得することが必要であるとの指示があれば、撮像スケジュールのす
べての項目が照射済み画像に付与された標識と一致するまで処理動作１５０４、１５０６
及び１５０８が反復される。この指示は、システムによって削除されるか完了したとフラ
グが与えれるかのいずれかであるようなバッファ、テーブルまたはリストに対するメンテ
ナンスによって実施することができる。
【００８１】
　処理動作１５１０では、解析のために乳房の３Ｄ表現が適当なディスプレイ上で視覚化
される。
【００８２】
　幾つかの実施形態では、方法１１００～１５００は、図１０のプロセッサ１００４など
のプロセッサによって実行させた際にプロセッサに対してそれぞれの方法を実行させる命
令シーケンスを表している搬送波内に埋め込まれたコンピュータ・データ信号として実現
される。別の実施形態では、方法１１００～１４００は、図１０のプロセッサ１００４な
どのプロセッサに対してそれぞれの方法を実行するように指令することができる実行可能
な命令を有するコンピュータ・アクセス可能な媒体として実現される。様々な実施形態で
は、その媒体は磁気媒体、電子媒体、または光学媒体である。
［ハードウェア及び動作環境］
　図１０は、別の実施形態をその内部で実施することができるハードウェア及び動作環境
１０００のブロック図である。図１０に関する説明は、コンピュータ・ハードウェアの概
要、並びに幾つかの実施形態を連携して実現できる適当なコンピュータ環境を提供してい
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る。コンピュータ実行可能命令を実行するコンピュータに関連して実施形態を記載するこ
とにする。しかし、幾つかの実施形態はそのコンピュータ実行可能命令を読み出し専用メ
モリ内に実現させているコンピュータ・ハードウェアの形態でその全体を実現させること
ができる。幾つかの実施形態はさらに、タスクを実行するリモート・デバイスを通信ネッ
トワークを介してリンクさせているクライアント／サーバ・コンピュータ環境の形態で実
現させることができる。プログラム・モジュールは分散式コンピュータ環境内でローカル
とリモートの両方のメモリ記憶デバイスに常駐させることができる。
【００８３】
　コンピュータ１００２は、Ｉｎｔｅｌ（商標）、Ｍｏｔｏｒｏｌａ（商標）、Ｃｙｒｉ
ｘ（商標）その他から市販されているプロセッサ１００４を含む。コンピュータ１００２
はさらに、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１００６、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
１００８及び１つまたは複数の大容量記憶デバイス１０１０、並びに様々なシステム構成
要素を処理ユニット１００４に動作可能に結合させているシステム・バス１０１０２を含
む。メモリ１００６、１００８及び大容量記憶デバイス１０１０は、コンピュータ・アク
セス可能媒体の形態をしている。大容量記憶デバイス１０１０は、より具体的には、コン
ピュータ・アクセス可能な不揮発性の媒体の形態をしており、また１つまたは複数のハー
ドディスク駆動装置、フレキシブルディスク駆動装置、光ディスク駆動装置及びテープ・
カートリッジ駆動装置を含むことができる。プロセッサ１００４は、コンピュータ・アク
セス可能な媒体上に保存されているコンピュータ・プログラムを実行する。
【００８４】
　コンピュータ１００２は、通信デバイス１０１６を介してインターネット１０１４と通
信可能に接続させることができる。インターネット１０１４の接続は、本技術分野におい
てよく知られている。一実施形態では、通信デバイス１０１６は、通信ドライバに応答し
、当技術分野で「ダイアルアップ接続」として知られる接続を介してインターネットへの
接続を行うモデムである。別の実施形態では、通信デバイス１０１６は、当技術分野で「
直接接続」（例えば、Ｔ１回線など）として知られる接続を介してインターネットにそれ
自体が接続されているローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に接続させたイーサネット
（商標）や同様のハードウェア・ネットワーク・カードである。
【００８５】
　ユーザは、キーボード１０１１０やポインティング・デバイス１０２０などの入力デバ
イスを介してコンピュータ１００２にコマンドや情報を入力する。キーボード１０１１０
は、本技術分野で知られるようにコンピュータ１００２に対する文字情報の入力を可能に
しており、また実施形態は特定の任意のタイプのキーボードに限定されるものではない。
ポインティング・デバイス１０２０は、各バージョンのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ（商標）などのオペレーティング・システムのグラフィカル・ユーザ・インタフェー
ス（ＧＵＩ）によって提供される画面ポインタの制御を可能にしている。実施形態は特定
の任意のポインティング・デバイス１０２０に限定されるものではない。こうしたポイン
ティング・デバイスには、マウス、タッチパッド、トラックボール、リモート制御子及び
ポイント・スティックが含まれる。別の入力デバイス（図示せず）には、マイクロフォン
、ジョイスティック、ゲーム用パッド、衛星受信アンテナ、スキャナ、その他を含むこと
ができる。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、コンピュータ１００２は表示デバイス１０２２と動作可能に結
合されている。表示デバイス１０２２はシステム・バス１０１２に接続されている。表示
デバイス１０２２は、コンピュータ情報、映像情報及びその他の情報を含む情報を、コン
ピュータのユーザが観察できるように表示することを可能にしている。実施形態は、特定
の任意の表示デバイス１０２２に限定されるものではない。こうした表示デバイスには、
陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイ（モニタ）、並びに液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などの
フラットパネル・ディスプレイが含まれる。モニタ以外にも、コンピュータは、プリンタ
（図示せず）などその他の周辺入力／出力デバイスを含むのが典型的である。スピーカ１
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０２４及び１０２６は、音響信号出力を提供する。スピーカ１０２４及び１０２６もまた
システム・バス１０１２に接続されている。
【００８７】
　コンピュータ１００２はさらに、コンピュータ・アクセス可能媒体であるＲＡＭ１００
６、ＲＯＭ１００８及び大容量記憶デバイス１０１０上に保存されていると共にプロセッ
サ１００４によって実行されるオペレーティング・システム（図示せず）を含む。オペレ
ーティング・システムの例には、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（商標）、Ａｐｐ
ｌｅ　ＭａｃＯＳ（商標）、Ｌｉｎｕｘ（商標）、ＵＮＩＸ（商標）が含まれる。実施例
は特定の任意のオペレーティング・システムに限定されるものではないが、こうしたオペ
レーティング・システムの構造及び使用法は本技術分野内でよく知られている。
【００８８】
　コンピュータ１００２の実施形態は、任意のタイプのコンピュータ１００２に限定され
るものではない。様々な実施形態では、コンピュータ１００２は、ＰＣ対応のコンピュー
タ、ＭａｃＯＳ（商標）対応のコンピュータ、Ｌｉｎｕｘ（商標）対応のコンピュータ、
あるいはＵＮＩＸ（商標）対応のコンピュータを含む。こうしたコンピュータの構造及び
使用法は本技術分野内でよく知られている。
【００８９】
　コンピュータ１００２は、ユーザ制御可能なポインタを含むグラフィカル・ユーザ・イ
ンタフェース（ＧＵＩ）を提供するために少なくとも１つのオペレーティング・システム
を使用して動作することができる。コンピュータ１００２は、コンピュータ１００２のユ
ーザが、イントラネット、あるいはＵＲＬ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）アドレスによってアドレス指定されたインターネットのワールドワイドウ
ェッブ・ページにアクセス可能とするために少なくとも１つのオペレーティング・システ
ム内で実行される少なくとも１つのウェッブ・ブラウザ・アプリケーション・プログラム
を含むことができる。ブラウザ・アプリケーション・プログラムの例には、Ｎｅｔｓｃａ
ｐｅ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ（商標）やＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌ
ｏｒｅｒ（商標）が含まれる。
【００９０】
　コンピュータ１２８は、遠隔コンピュータ１３０などの１つまたは複数の遠隔コンピュ
ータとの論理接続を使用するネットワーク式環境で動作することができる。これらの論理
接続は、コンピュータ１２８とまたはその一部分と結合させた通信デバイスによって実現
される。実施形態はある特定のタイプの通信デバイスに限定されるものではない。遠隔コ
ンピュータ１３０は、別のコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰＣ、クライア
ント、ピア（ｐｅｅｒ）デバイス、あるいは別の共有ネットワーク・ノードとすることが
できる。図１０に示した論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１０３０及
びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１０３２を含む。こうしたネットワーク環境は、
事務所、事業体内コンピュータ・ネットワーク、イントラネット及びインターネットにお
いて一般的である。
【００９１】
　ＬＡＮネットワーク環境で使用する場合、コンピュータ１２８及び遠隔コンピュータ１
３０は、通信デバイス１０１６の一形態であるネットワーク・インタフェースまたはアダ
プタ１０３４を介してローカル・ネットワーク１０３０に接続される。遠隔コンピュータ
１２８はさらにネットワーク・デバイス１０３６を含む。従来のＷＡＮネットワーク環境
で使用する場合、コンピュータ１２８及び遠隔コンピュータ１３０はモデム（図示せず）
を介してＷＡＮ１０３２と通信する。このモデムは、内部モデムとすることも外部モデム
とすることも可能であり、システム・バス１０１０２に接続されている。ネットワーク環
境では、コンピュータ１００２に関して示したプログラム・モジュールあるいはその一部
は、遠隔コンピュータ１３０内に保存することが可能である。
【００９２】
　コンピュータ１００２はさらに電源１０３８を含む。各電源は電池とすることができる
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。
【００９３】
　より具体的には、コンピュータ読み取り可能なプログラムの実施形態では、そのプログ
ラムはＪａｖａ（商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ（商標）またはＣ＋＋などのオブジェクト
指向言語を用いてオブジェクト向けに構造化することが可能であり、またこのプログラム
はコボルやＣなどの手続き型言語を用いて手続き向けに構造化することが可能である。ソ
フトウェア・コンポーネントは、アプリケーション・プログラム・インタフェース（ＡＰ
Ｉ）、あるいはリモート・プロシージャ・コール（ＲＰＣ）、共通オブジェクト・リクエ
スト・ブローカー・アーキテクチャ（ＣＯＲＢＡ）、コンポーネント・オブジェクト・モ
デル（ＣＯＭ）、分散型コンポーネント・オブジェクト・モデル（ＤＣＯＭ）、分散型シ
ステム・オブジェクト・モデル（ＤＳＯＭ）及び遠隔メソッド呼び出し（ＲＭＩ）などの
プロセス間通信技法など、当業者によく知られた多くの手段のうちのいずれかによって連
絡することができる。これらのコンポーネントは、図１０のコンピュータ１２８にあるよ
うにわずか１つのコンピュータ上で実行することや、少なくとも存在するコンポーネント
の数だけのコンピュータ上で実行することがある。
［結論］
　マンモグラフィ・システム及び方法について記載してきた。本明細書では特定の実施形
態について例証し記載したが、提示した特定の実施形態を同じ目的を達成するように計算
された任意の機構によって置換することができることは当業者であれば理解されよう。本
出願は任意の適応形態や変形形態を包含するように意図している。
【００９４】
　詳細には、方法及び装置の呼称は実施形態を限定することを意図していないことは当業
者であれば容易に理解されよう。さらに、構成要素に対して追加的な方法及び装置を付加
することが可能であり、構成要素間で機能を配分し直すことが可能であり、かつ実施形態
で使用される将来的な改良や物理的考案に対応した新たな構成要素を実施形態の範囲を逸
脱することなく導入することが可能である。将来の通信デバイス、異なるファイル・シス
テム及び新たなデータ種別に対して実施形態を適用できることは当業者であれば容易に理
解されよう。また、図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理
解をより容易にするために用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用
いられたものではない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み
込まれ、明細書の記載事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】マンモグラフィ・システム向けの一実施形態のシステムレベルの概要を表した図
である。
【図２】マンモグラフィ・システム用の２検出器レセプタクルの図である。
【図３】マンモグラフィ・システム用の１検出器レセプタクル及びコネクタの図である。
【図４】マンモグラフィ・システムの一実現形態で使用するための超音波探触子の図であ
る。
【図５】チェンバ及び超音波探触子を使用するマンモグラフィ・システムのシステムレベ
ルの概要を表した図である。
【図６】位置及び方向を決定するためのセンサ及びデバイスを有する超音波探触子の図で
ある。
【図７】Ｘ線サブシステム及び超音波サブシステムを利用しており、これらサブシステム
間の切り替えのためにスイッチを備えたマンモグラフィ・システムの図である。
【図８】運動制御装置及び位置センサを備えたマンモグラフィ・システムの図である。
【図９】比較器を有する、第１及び第２の記憶ユニットを備えたマンモグラフィ・システ
ムの図である。
【図１０】異なる箇所からの情報を制御しかつ共有するためのデータ処理デバイスのブロ
ックレベル図である。
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【図１１】一実施形態に従ってコンピュータまたはワークステーションによって実行され
る方法の流れ図である。
【図１２】一実施形態に従ってコンピュータまたはワークステーションによって実行され
る方法の流れ図である。
【図１３】一実施形態に従ってコンピュータまたはワークステーションによって実行され
る方法の流れ図である。
【図１４】一実施形態に従ってコンピュータまたはワークステーションによって実行され
る方法の流れ図である。
【図１５】一実施形態に従ってコンピュータまたはワークステーションによって実行され
る方法の流れ図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１００　マンモグラフィ撮像システム
　１０２　Ｘ線放射源
　１０４　コリメータ
　１０６　放射線
　１０８　患者
　１１０　放射線
　１１２　検出器アレイ
　１１４　直線位置決めサブシステム
　１１６　回転サブシステム
　１１８　Ｘ線制御装置
　１２０　モータ制御装置
　１２２　データ収集システム
　１２４　システム制御装置
　１２６　データ交換デバイス
　１２８　コンピュータ
　１３０　オペレータ・ワークステーション
　２０２　センサ
　２０４　センサ
　２０６　位置決め機構
　２０８　位置決め機構
　２１０　運動機構
　３００　レセプター
　３０２　コネクタ
　３０４　全視野検出器
　４００　超音波探触子
　４０２　カバー
　４０４　スペーサ
　４０６　圧迫プレート
　４０８　エラストマ材料
　４１０　トランスジューサ
　５００　超音波サブシステム
　５０２　乳房、解剖構造
　５０４　チェンバ
　５０８　移動サブアセンブリ
　５１０　移動サブアセンブリ
　５１２　移動サブアセンブリ
　５１４　移動サブアセンブリ
　６００　超音波探触子
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　６０２　探触子ケーブル
　６０４　撮像面
　６０６　関心領域
　６０８　原点
　６１０　原点
　６１２　位置／方向センサ
　７００　マルチモダリティ撮像システム
　７０２　Ｘ線撮像サブシステム
　７０４　超音波撮像サブシステム
　７０６　スイッチ
　８００　マンモグラフィ撮像システム
　８０２　超音波探触子
　８０４　運動制御装置
　８０６　位置センサ
　８０８　超音波サブシステム
　９００　マンモグラフィ撮像システム
　９０２　超音波探触子
　９０８　超音波サブシステム
　９１０　第１の記憶
　９１２　第２の記憶
　９１４　比較器
　１００２　コンピュータ
　１００４　処理ユニット
　１００６　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
　１００８　読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
　１０１０　大容量記憶デバイス
　１０１２　システム・バス
　１０１４　インターネット
　１０１６　通信デバイス
　１０１８　キーボード
　１０２０　ポインティング・デバイス
　１０２２　表示デバイス
　１０２４　スピーカ
　１０２６　スピーカ
　１０３０　ローカルエリアネットワーク
　１０３２　ワイドエリアネットワーク
　１０３４　ネットワーク・インタフェース
　１０３６　ネットワーク・デバイス
　１０３８　電源
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